
                                   横植協会 0６－０６号           

令和 ６年 ６月 ５日 

 

横浜植物防疫協会からのお知らせ 

 

 

条件付き輸入生果実関係 

 

【台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に関する植物検疫実施

細則の一部改正について】 
（台湾産ドラゴンフルーツの輸入解禁品種の追加） 

 

農林水産省消費・安全局長から下記の連絡がありましたので、お知らせします。 

 

【連絡の内容】 

台湾産ヒロセレウス属植物の生果実の輸入に関し、「植物防疫法施行規則の一部

を改正する省令」及び「植物防疫法施行規則別表２の付表第 55 の台湾から発送さ

れ、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に係る

農林水産大臣が定める基準を定める件の一部を改正する告示」が令和６年６月５日

付けで公布及び施行（別添１及び別添２）されたことに伴い、「台湾産ヒロセレウス・ウ

ンダーツスの生果実に関する植物検疫実施細則」を一部改正（別添３）したのでお知

らせします。 

 

詳細については、「0６-０６ （別添１，２，３） をご参照願います。 

以 上 



 

- 1 - 

○
農
林
水
産
省
令
第
三
十
二
号 

植
物
防
疫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
植
物
防
疫
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
六
年
六
月
五
日 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 
別
表
二
（
第
九
条
関
係
） 

（
略
） 

付
表 一

～
五
十
四 

（
略
） 

五
十
五 

台
湾
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
ヒ

ロ
セ
レ
ウ
ス
属
植
物
（
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
、
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス

・
コ
ス
タ
リ
ケ
ン
シ
ス
及
び
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ポ
リ
リ
ズ
ス
並
び
に
こ
れ
ら

の
交
雑
種
に
限
る
。
）
の
生
果
実
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準

に
適
合
し
て
い
る
も
の 

五
十
六
～
八
十
九 

（
略
） 

別
表
二
（
第
九
条
関
係
） 

（
略
） 

付
表 一

～
五
十
四 

（
略
） 

五
十
五 

台
湾
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る
ヒ

ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
で
あ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の 

  

五
十
六
～
八
十
九 

（
略
） 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
百
十
八
号 

植
物
防
疫
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
農
林
省
令
第
七
十
三
号
）
別
表
二
の
付
表
第
五
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二

十
二
年
四
月
十
六
日
農
林
水
産
省
告
示
第
六
百
二
十
一
号
（
台
湾
か
ら
発
送
さ
れ
、
他
の
地
域
を
経
由
し
な
い
で
輸
入
さ
れ
る

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
六
年
六
月
五
日 

農
林
水
産
大
臣 

坂
本 

哲
志 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改

正

後 

改

正

前 
 

 
一 
植
物
及
び
地
域 

 
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
属
植
物
（
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
、
ヒ
ロ
セ
レ

ウ
ス
・
コ
ス
タ
リ
ケ
ン
シ
ス
及
び
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ポ
リ
リ
ズ
ス
並
び
に
こ

れ
ら
の
交
雑
種
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
台
湾
で
生

産
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

一 

植
物
及
び
地
域 

 

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
で
あ
っ
て
、
台
湾
で
生
産
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

生
産
地
に
お
け
る
消
毒 

㈠ 

ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
・
ウ
ン
ダ
ー
ツ
ス
の
生
果
実
に
つ
い
て
は
、
蒸
熱
処
理

施
設
に
お
い
て
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
を

摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上
で
三
十
分
間
消
毒
す
る
こ
と

。 

㈡ 

㈠
の
生
果
実
以
外
の
ヒ
ロ
セ
レ
ウ
ス
属
植
物
の
生
果
実
に
つ
い
て
は
、

蒸
熱
処
理
施
設
に
お
い
て
、
庫
内
温
度
を
摂
氏
四
十
八
・
〇
度
以
上
と
し

、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
百
三
十
六
分
間
消
毒
し
た
後
、
引
き
続
き
、

庫
内
温
度
を
摂
氏
四
十
八
・
〇
度
以
上
と
し
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、

生
果
実
の
中
心
部
の
温
度
を
摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上

で
三
十
分
間
消
毒
す
る
こ
と
。 

三 

生
産
地
に
お
け
る
消
毒 

蒸
熱
処
理
施
設
に
お
い
て
、
飽
和
蒸
気
を
使
用
し
て
、
生
果
実
の
中
心
部

の
温
度
を
摂
氏
四
十
六
・
五
度
と
し
、
そ
の
温
度
以
上
で
三
十
分
間
消
毒
す

る
こ
と
。 



台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に関する植物検疫実施細則（平成22年４月16日付け22消安第311号消費・安全局長通知）一部改正新旧対照表 
                                                                                        （下線部分は改正部分） 

改 正 後 改 正 前 
  

台湾産ヒロセレウス属植物の生果実に関する植物検疫実施細則 

 

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。）別表

２の付表第 55 の台湾産ヒロセレウス属植物（ヒロセレウス・ウンダーツス、ヒ

ロセレウス・コスタリケンシス及びヒロセレウス・ポリリズス並びにこれらの交

雑種に限る。）の生果実（以下「生果実」という。）に係る植物検疫の実施につい

ては、平成 22年４月 16日農林水産省告示第 621号（以下「告示」という。）に

規定するもののほか、この細則に定めるところによる。 

 

２ こん包及びこん包場所 

（１） （略） 

（２）こん包場所 

告示６の（２）のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。 

ア （略） 

イ 消毒済み生果実の専用のこん包場所であること。 

 

ウ （略）  

 

３ 蒸熱処理施設及びこん包場所の調査 

（１） （略） 

（２）（１）の調査は、原則として台湾植物防疫機関が行う日本向け生果実の蒸熱

処理施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。 

 

 

４ 消毒の実施及び検査の確認 

（１）消毒の実施の確認 

植物防疫官は、告示５の消毒の実施の確認について、次に定めるところに

より、原則として台湾植物防疫機関と共同して行うものとする。 

ア 生果実のうち、ヒロセレウス・ウンダーツスのものである場合には、次

台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に関する植物検疫実施細則 

 

植物防疫法施行規則（昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。）別表

２の付表第 55 の台湾産ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実に係る植物検疫の

実施については、平成22年４月16日農林水産省告示第621号（以下「告示」と

いう。）に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。 

 

 

 

２ こん包及びこん包場所 

（１） （略） 

（２）こん包場所 

告示６の（２）のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。 

ア （略） 

イ 消毒済みヒロセレウス・ウンダーツスの生果実の専用のこん包場所であ

ること。 

ウ （略）  

 

３ 蒸熱処理施設及びこん包場所の調査 

（１） （略） 

（２）（１）の調査は、原則として台湾植物防疫機関が行う日本向けヒロセレウ

ス・ウンダーツスの生果実の蒸熱処理施設及びこん包場所の指定のための調

査と共同して行うものとする。 

 

４ 消毒の実施及び検査の確認 

（１）消毒の実施の確認 

植物防疫官は、告示５の消毒の実施の確認について、次に定めるところに

より、原則として台湾植物防疫機関と共同して行うものとする。 

ア 蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂氏



に掲げる事項を確認すること。 
 

（ア）蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂

氏46.5度に達した後、その温度以上で30分間保持されたこと。 

（イ）（ア）を確認した後、生果実が常温で通気により冷却されたこと。 

（ウ）生果実の中心部の温度の測定点が正確であったこと。 

イ アの生果実以外の生果実である場合には、次に掲げる事項を確認するこ

と。 

（ア）蒸熱処理施設において、庫内温度を摂氏 48.0 度以上とし、飽和蒸気

により、136分間消毒された後、引き続き、庫内温度を摂氏48.0度以上

とし、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂氏 46.5 度に達した

後、その温度以上で30分間保持されたこと。 

（イ）（ア）を確認した後、生果実が常温で通気により冷却されたこと。 

（ウ）生果実の中心部の温度の測定点が正確であったこと。 
（削る） 

（２）輸出検査の確認 

植物防疫官は、告示５の検査の確認について、次に定めるところにより、

原則として、台湾植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。 

ア 生果実のこん包数の５パーセント以上について検疫有害動植物、特にミ

カンコミバエ種群及びウリミバエがないことを確認すること。 

 

イ・ウ （略） 

 

６ 輸入検査 

（１）植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植

物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。 

 

（２）植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示５の植物防

疫官による確認が行われていない場合、告示６の（３）の封印がなされてい

ない場合、告示７の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開

ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。 

 

（３）・（４） （略） 

46.5度に達した後、その温度以上で30分間保持されたことを確認するこ

と。 

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

イ アを確認した後、生果実が常温で通気により冷却されたことを確認する

こと。 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

（新設） 

ウ  生果実の中心部の温度の測定点が正確であったことを確認すること。 

（２）輸出検査の確認 

植物防疫官は、告示５の検査の確認について、次に定めるところにより、

原則として、台湾植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。 

ア ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実のこん包数の５パーセント以上に

ついて検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群及びウリミバエがないこ

とを確認すること。 

イ・ウ （略） 

    

６ 輸入検査 

（１）植物防疫官は、輸入港において、輸入されたヒロセレウス・ウンダーツス

の生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うも

のとする。 

（２）植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示５の植物防

疫官による確認が行われていない場合、告示６の（３）の封印がなされてい

ない場合、告示７の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開

ひされている場合には、当該ヒロセレウス・ウンダーツスの生果実の廃棄又

は返送を指示するものとする。 

（３）・（４） （略） 



  

附 則 
この通知は、令和６年６月５日から施行する。 


